
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院に対するご意見ご希望、また「ふれあい」へのご意見をお聞かせ下さい。（備え付けの意見箱をご利用下さい。） 

新河端病院 理念 

 信頼と安心の医療 
１．患者様に感動をしていただける医療を実践します 

１．患者様に選んでいただける病院づくりを実践します 

 

 

「 患者さまの権利 」 
患者さまには次のような権利があります。 

私たちはその権利を尊重するような医療を行います。 

・医療を受ける権利 

・知る権利 

・自分で決定する権利 
・プライバシーを守られる権利 

医療法人 医修会 新河端病院 

☆インフルエンザ流行による面会制限のお知らせ☆   

インフルエンザ流行をとらえ、当院では感染防止と入院患者

様の安全を確保するため面会を制限させていただきます。 

制限内容は下記の通りとなります。 

・ 入院患者様へのご面会はご家族のみとさせていただきます 

・ 中学生以下の面会は原則禁止とさせていただきます 

（中学 3年生までのお子様の面会をお断りさせていただきます） 

・ 上記以外の方で面会が必要な場合は、ナースステーション

にて職員にご相談ください 

・ 外来受診、入院、その他病院内にご用がある方は、マスク

の持参および着用をお願いいたします。             

（マスクは、病院内の自動販売機で販売しております） 

・ 病床の状況により、入院制限を行うことがあります。患者様

や開業医の先生方、関係各所の皆様にはご迷惑をおかけい

たしますことをお詫び申し上げます。 

新年明けましておめでとうございます。 

皆様におかれましては佳い新春を迎えれたことをお慶び申し

上げます。 

 

新河端病院は本年も、「信頼と安心の医療」を皆様に提

供できるように、さらなる前進をしてゆくことをお誓い申し上げ

ます。 

 

当院は一昨年から昨年にかけての電子カルテの導入を契

機に、あわせて医療の安全性の向上や、医療システムの合

理化･迅速化などを進めてまいりました。 

今年は院内各部署間の連携をさらに深め、また診療所の

先生方との地域医療連携をより深めた、“院内および地域で

の「チーム医療」”の実践と、医療･看護･サービスの質の向上

を行い、地域の皆様のかけがえのない健康を守ることに、いっ

そう寄与いたしたいと思います。 

また、当院の得意な消化管センター･整形外科･内科･健

診センターを中心とした専門分野をさらに充実させ、小規模

病院ならではの迅速かつ的確で丁寧な、質の高いチーム医

療を実践する所存です。 

 

そして早期発見･早期治療･早期社会復帰･予防医学･退

院後支援を充実させて、高齢化社会にも対応した、地域の

皆様の安心できる医療と予防医学の提供を行います。 

 

本年も職員一同、「患者様に感動していただける医療」

「患者様に選んでいただける病院つくり」を実践してまいりま

すので、新河端病院を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

2015年 新春 

医療法人 医修会 新河端病院 

院長 寺本 睦 

☆ 診療体制変更のお知らせ ☆ 

平成 27年 1月より、以下の通り変更になります。 

皮膚科 

毎週 月曜日 朝診 

 → 毎週 水曜日 朝診 

担当医 櫟原医師 

 → 二宮医師（女性医師）  

曜日が変更になりますのでご注意下さい。 


